
建設事業者の皆様へ 

建設工事等に係る「汚水」の排出を規制しています 
 
 平成１３年４月１日から、これまでの「東京都公害防止条例」にかわり「都民

の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下「環境確保条例」）が施行さ

れました。 
 この条例において、建設工事による排水についても、規制が適用されていま

す。これは、建設工事に伴う汚水による魚の浮上事故等を防止するために行わ

れているものです。 
 事業者の皆様におかれましては、次のことに留意され、汚水を公共用水域に

排出しないようお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．建設工事に伴う排水を川や海などの公共用水域に排出する場合は、次の基準を守ってください。

（「環境確保条例」第１２３条、規則別表第１５） 
 

項    目 基    準 
１ 外観 異常な着色又は発泡が認められないこと 
２ 水素イオン濃度 ５．８以上 ８．６以下 
３ 浮遊物質量 １２０ミリグラム／リットル 
４ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 
        （鉱油類含有量） 

５ミリグラム／リットル 

 
２．基準を超える汚水が発生する場合は、沈殿槽等を設置し、基準に適合するように処理してく 
ださい。 

３．基準に適合しない汚水を公共用水域に排出し、生活環境に影響を及ぼした場合は、罰則が適 
用されることがあります。 

 

 
このことについてご不明な点は、下記までお問合せ下さい。 

 

八王子市環境部環境保全課 水・土壌環境担当 
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